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電話等サービス契約約款 【現改比較表】 2025年12月25日現在 

～2026年1月25日 2026年1月26日～ 

 

 

目次（略） 

第１章～第15章 （略） 

別記（略） 

料金表 通則 （略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 基本料金  

   １適用（略） 

   ２料金額 

    ２－１ （略） 

目次（略） 

第１章～第15章 （略） 

別記（略） 

料金表 通則 （略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 基本料金  

   １適用（略） 

   ２料金額 

    ２－１ （略） 
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   ２－２ 付加機能使用料 

    (1) (2)以外の付加機能に係るもの 

区     分 単 位 

料 金 額 

臨

時

以

外

の

も

の 

(月額) 

臨

時

の

も

の 

(日額) 

(

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル)

 

地
域
指
定
着
信
課
金
機
能 

（
略
） 

（略） （略） （略） （略） 

 

   ２－２ 付加機能使用料 

    (1) (2)以外の付加機能に係るもの 

区     分 単 位 

料 金 額 

臨

時

以

外

の

も

の 

(月額) 

臨

時

の

も

の 

(日額) 

(

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル)

 

地
域
指
定
着
信
課
金
機
能 

（
略
） 

（略） （略） （略） （略） 
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簡
易
着
信
課
金
機
能 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

(

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル)

 

地
域
指
定
特
定
番
号
着
信
機
能 

 

基
本
機
能 

（略） （略） （略） （略） 

追
加
機
能 

オ
リ
ジ
ナ
ル
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能 

この機能を

利用する契

約者が、地域

指定特定番

号着信機能

に係るガイ

ダンスにつ

いて、当社が

別に定める

条件の範囲

内で変更す

る機能 

（注）当社が

別に定める

条件は当社

のＷｅｂサ

イ ト

（ https://

www.ntt.c

om/busine

ss/services

/voice-

video/free

dial-

navidial/na

ガイダンスの

一部を変更す

る機能 

加算額（１特

定着信番号

ごとに） 

300円 

(330円) 

30円 

(33円) 

ガイダンスの

全文を変更す

る機能 

（略） （略） （略） 

簡
易
着
信
課
金
機
能 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （

略

） 

(

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル)

 

地
域
指
定
特
定
番
号
着
信
機
能 

 

基
本
機
能 

（略） （略） （略） （

略

） 

追
加
機
能 

オ
リ
ジ
ナ
ル
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ガイダンスの全

文を変更する機

能 

（略） （略） （

略

） 
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vidial/optio

n.html#ta

bMenu  ）

に掲げるも

のとします。 

（
略
） 

 
（
略
） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 備
考 

１～10 （略） 

 11  オリジナルガイダンス機能において、ガイダンスの一部を

変更する機能を利用する契約者は、オリジナルガイダンス機

能に係るガイダンスのうち当社が指定する文言について、そ

れに替わる文言（以下地域指定特定番号着信機能の欄におい

て「固定文言」といいます。）を登録することができます。こ

の場合、登録できる固定文言の数は１の特定着信番号につき

当社が別に定める数の範囲内とします。 

12～51（略） 

 

 

 

（注１）～（注15）（略） 

（
略
） 

 （
略
） 

（略） 

(2) 国際通話に係るもの（略） 

２－３ （略） 

第２ 通話に関する料金（略） 

第２表～第７表 （略） 

 

 

 

 

 

（
略
） 

 
（
略
） 

（略） （略） （略） （略） （

略

） 

 

 備
考 

１～10 （略） 

 11 削除 

 

 

 

 

12～51（略） 

 52.当社は、この機能を利用する契約者に関わる特定着信番号につ

いて、協定事業者から請求があったときは、協定事業者に通知す

ることがあります。 

 

（注１）～（注15）（略） 

（
略
） 

 （
略
） 

（略） 

(2) 国際通話に係るもの（略） 

２－３ （略） 

第２ 通話に関する料金（略） 

第２表～第７表 （略） 
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 附 則（令和７年12月24日 ＣＡＳ１サ第000400009606-01号） 

 （実施期日）  

１ この改正規定は、令和８年１月26日から実施します。 

 （経過措置）  

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。  

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

  

 

  




